
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 

第２４回 危機管理対策本部 会議次第 

 

 令和２年９月２９日 

  

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 議 題 

（１） 区職員の新型コロナウイルスへの感染が判明した場合等の当面の対応

について【修正】 

 

 

（２） 新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した区貸出施設の取扱いに

ついて【修正】 

 

 

 

３ 閉 会 



令和２年９月１５日 

（令和 2 年９月２９日修正）  

危 機 管 理 対 策 本 部 

 

区職員の新型コロナウイルスへの感染が判明した場合等の当面の対応について 

 

区職員は、区民サービスの維持・向上を心がけることを前提としつつも、新型コロナウ

イルス感染症拡大を防止するため、日頃から体調管理に心がけ、発熱等体調不良がある場

合は、「新しい生活様式」に沿って、自宅での療養に努めなければならない。また、所属長

においては、体調不良が見られる職員については、出勤を求めず、また、勤務中に体調不

良となった際には、直ちに他者との接触を回避させるための指示等が求められる。区では、

このような対応を基本としつつも、万一、区職員が新型コロナウイルス感染症に感染した

場合、また、濃厚接触者に特定された場合、来庁される区民の皆さまや職員の安全を確保

するとともに区が提供するサービスの休止・縮小を回避するため、速やかに対応できるよ

う以下の取扱いを定めることとする。 

 

１． 職員の家族等緊密に接触した人物が新型コロナウイルスの濃厚接触者に特定されＰ

ＣＲ検査を受けることになった場合、及び体調不良からＰＣＲ検査を受けることに

なった場合 

当該職員が行うこと 

・所属長への報告 

・外出自粛 ＜当該職員の勤務の取扱い＞ 

 

別室で勤務 

（別室が確保できな

い場合、在宅勤務） 

当該職員の所属長が行うこと 

・直属の上司等への報告 

・当該職員の報告から、当該職員の家族等が陽性となった場

合に濃厚接触者となる可能性が特に高いと判断した場合

は、別室での勤務等を命じ、来庁者や他の職員との接触を

回避させることができる。 

  注：職員の家族等緊密に接触した人物が新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者に特

定された以外の事由によりＰＣＲ検査を受けることとなった場合は、このケースに

該当しない。また、職員の家族等緊密に接触した人物が接触確認アプリ「COCOA」

にて陽性者と接触した通知を受け、健康ではあるが、PCR 検査を受けた場合につい

ても、このケースに該当しない。 

 

２． 職員がＰＣＲ検査を受けることになった場合、受けた場合、若しくは新型コロナウ

イルスの濃厚接触者に特定された場合 



（１）健康な職員が自主的にＰＣＲ検査を受ける場合 

当該職員が行うこと 

・所属長への報告 
＜当該職員の勤務の取扱い＞ 

 

年次有給休暇等 
当該職員の所属長が行うこと  

・直属の上司等への報告 

  注：本人の帰省やボランティア等自由意思によるＰＣＲ検査受診については必要に応

じて年次有給休暇などを取得する取り扱いとするが、被災地派遣等職務によるＰＣ

Ｒ検査受診については出張扱いとする。また、当該職員が接触確認アプリ「COCOA」

にて陽性者と接触した通知を受け、健康ではあるが、PCR 検査を受けた場合につい

ては、原則としてこのケースに該当する取り扱いとする。 

   

（２）体調不良若しくは濃厚接触者に特定され職員がＰＣＲ検査を受ける場合、また、職

員が濃厚接触者に特定された場合 

当該職員が行うこと 

・所属長への報告 

・外出自粛 

＜当該職員の勤務の取扱い＞ 

 

事故欠勤 

当該職員の所属長が行うこと 

・直属の上司、職員課、防災・危機管理課、広報課への報告 

・同一スペースで勤務する職員への説明 

・職場の消毒作業（区民に不安を与えないような形で行う） 

・プレスリリースの準備 

・当該職員からの聞き取りを行い、可能な範囲で保健予防課

に相談を行い、所定様式により資料を作成する。もし当該職

員が陽性となった場合に濃厚接触者が誰になるかを予め見

極めておく。 

 ＜聞き取りを行う項目＞ 

   ア、ＰＣＲ検査受診に至った経緯（本人の体調不良によ

るものか、濃厚接触者に特定されたことによるか等） 

   イ、検査実施日と検査結果が判明するまでの期間 

   ウ、体調不良を来した日と、その日から２～４日前の体

調や自覚症状 

   エ、発症２日前からの勤務状況（時間、担当窓口、マス

ク着用状況など） 

オ、発症２日前からの行動履歴と接触者（勤務時間内

外・所属の如何を問わず）の状況 

 ＜当該職員が陽性となった場合に濃厚接触者となる可能性



が高いと各所属長が判断した職員（以下「当該職員の特定接

触者」という。）を見極めるため、他者との接触の状況に関

する必要な情報＞ 

ア、１ｍ以内での１５分以上／日接触（積上げ） 

イ、職場感染防止対策度合 

ウ、座席配置 

エ、休憩時の接触者（例、マスクを外して食事等を誰と） 

・当該職員の特定接触者が多数生じる（概ね４割以上）際、業

務縮小及び業務休止について検討を行う。職員の応援体制

については、部内調整を第一とするも、著しく業務に支障を

きたす場合、職員課に対する応援を要請する。 

 

 〇前述に関連し、当該職員の特定接触者の取扱いについて、 

当該職員の特定接触者が行うこと 

・数日間の自身の行動や体調に関する記録を作成し、所属長

へ報告する。 

＜当該職員の特定接触者の勤務の取扱い＞ 

 

別室で勤務 

（別室が確保できな

い場合、在宅勤務） 

当該職員の特定接触者の所属長が行うこと（★は職場におい

て当該職員の特定接触者が４割を超える場合に行うこと） 

・施設の休止など職場の運営に著しい支障をきたさない範囲

において、当該職員の特定接触者に対し、別室での勤務等を

命じ、来庁者や他の職員との接触を回避させることができ

る。 

★業務縮小及び業務休止についての検討 

★職員の応援体制についての部内調整。それでも著しく業務

に支障をきたす場合、職員課に対する応援の要請検討 

 

３． 当該職員がＰＣＲ検査の結果陽性となった場合 

当該職員が行うこと 

・所属長への報告 

・管轄保健所及び医師の指示に基づく行動 ＜当該職員の勤務の取扱い＞ 

 

事故欠勤等（９/１～） 

（～8/31）病気休暇等 

当該職員の所属長が行うこと 

・直属の上司、職員課、防災・危機管理課、保健予防課、広報

課、当該職員の特定接触者の所属長への報告 

・同一スペースで勤務する職員への説明 

・区議への説明、プレスリリース 

※以下、陽性となった職員が所属する職場においては、判明した時点から速やかに適



切な対応をとる。 

① 当該職員の濃厚接触者となる職員については、事故欠勤等により職場に出勤して

いないか確認する。 

②  職場における濃厚接触者の特定及び施設の消毒作業において、一定の時間を要す

る必要が生じる場合は、施設等の休止措置を取る。 

③  原則として、当該職場及び同一部で濃厚接触者以外の職員により、保健所が定め

た範囲の消毒作業を行う。なお、本庁舎においては、消毒資機材について、総務課

から貸与を受ける。 

④  当該職員の特定接触者等が濃厚接触者に特定され、また、その濃厚接触者に特定

された当該職員の特定接触者が生じること等により、勤務できる職員が概ね６割を

下回るなど、最低限の業務継続が困難な場合、先ずは部内調整により職員の応援体

制を構築する。それでも著しく業務に支障をきたす場合、当該職場の所属長は職員

課に対し兼務発令を要請する。 

⑤ 区民に対しては、必要に応じて、業務縮小や業務休止について、速やかにアナウ

ンスを行う。 

 



新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した 

区貸出施設の取扱いについて 

 

１ 基本的な考え方 

   令和２年５月２５日に東京都をはじめ全国で緊急事態宣言が解除されて以降、

新型コロナウイルス感染症（以下、「感染症」という。）の拡大を防止しつつ、徐々

に区民生活の回復を進めるため、北区では５月２７日に「緊急事態宣言解除以降

の新型コロナウイルス感染症拡大防止のための区業務等の考え方」（以下、「考え

方」という。）を策定した。その後、区施設の取扱いについては、国や東京都に

おける考え方を参考に、考え方を修正し、適宜緩和を進めてきたところである。 

しかし、考え方の策定から３カ月が経過し、感染症を取り巻く状況も大きく変

化していることから、考え方の修正により区施設の利用に関する緩和の取り扱い

等を示すことについては、困難が生じている。そこで、今回、考え方のうち区貸

出施設の取扱いの原則については、別途ここに定めることとする。 

なお、ここでいう区貸出施設とは原則屋内施設で、北とぴあ・赤羽会館・滝野

川会館、元気ぷらざ（集会施設）、各区民センター、各ふれあい館、各コミュニテ

ィアリーナ、文化センター、体育館、学校施設等を指すものとする。 

 

２ 具体的な取り扱い 

（１） 利用者に関すること 

・施設内では、原則、マスクを着用する。 

・こまめな手洗い、アルコール等による手指の消毒を行う。 

・体調がすぐれない（例： 37.5 度以上の発熱がある場合 （または平熱比１度

超過）、咳・のどの痛みなどの症状がある）方については、施設利用を禁止す

る。 

・他の利用者や施設管理者等との距離に配慮する。 

・利用施設内の換気を適宜行う。 

・施設利用にあたっては、三つの密（密閉・密集・密接）の回避に努めることと

し、必要に応じて来館者の制限などを検討する。 

・主催者は、各種業界団体の定めるガイドラインを参考に対策を講じ、感染症拡

大防止に努める。 

・その他、各施設の定める利用上の注意事項等を遵守するとともに、施設管理者

の指示に従う。 

 

（２） 区貸出施設における個別の活動内容等に係る配慮事項等 

・参加者の水分補給は可とするが、食事（軽食・菓子等を含む）は不可とする。 

・囲碁、将棋、麻雀等について、競技者はマスクを着用すること、対局中の会話

を控えること、座席の間隔を１ｍ程度確保すること、頻繁な手洗い・手指消毒

９月１日危機管理対策本部決定 

（９月２９日修正） 



を行う等の感染拡大防止策を講じたうえでの利用を可とする。 

・北とぴあ、赤羽会館、滝野川会館のホール及び講堂においての歌唱や演劇、管

楽器等の演奏については、業界団体が定めるガイドラインを遵守するほか、適

切な予防策を講じたうえでの利用を可とする。 

・活動内容の制限については、東京都の方針や近隣区の取扱い等を踏まえ、引

き続き適宜見直しを検討する。 

 

（３） 令和２年９月２日（水）以降の施設使用料の取扱いについて 

・これまで、感染症拡大防止に向けた施設利用の自粛や、施設利用条件の変更に

伴う利用制限などを理由とし、キャンセルに伴う使用料を全額還付する対応を

行ってきたところであるが、新しい日常への移行に伴い、条例など各施設の規

程に沿った取り扱いとする。 

 

（４） 別添の令和２年９月１１日付内閣官房新型コロナウイルス感染推進室長発

「１１月末までの催物の開催制限等について」（以下、「９月１１日付国通

知」という。）を考慮した緩和について 

・北とぴあ、赤羽会館、滝野川会館のホール及び講堂、各体育館のアリーナ等に

おいて、客席等に観客を入場させ開催するイベントにおける人数の上限につい

ては、９月１１日付国通知における取り扱いの通りとする。 

・カラオケや合唱等の大声を出すことが想定される活動や口を使って奏でる笛

等の楽器演奏及びこれに類する活動を伴う利用に当たっては、他者との間隔を

２ｍ以上確保するともとに、原則として利用者自身がアルコール消毒液を用意

したうえで手指消毒を頻繁に行うこととし、利用人数の上限は定員の半数以下

とする。なお、その他の活動における利用人数の上限については、前述（１）

の対策を行ったうえで、定員数以下とする。 

・（４）に掲げたこれら緩和の取扱いは、１０月１日より適用する。 

 



別　添
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